
令 和 ８ 年 ２ 月 ４ 日   

                            都市整備政策部建築調整課   

  

 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律等の一部改正に伴う 

世田谷区手数料条例の一部改正について 

 

１ 改正理由   

マンションの老朽化に伴う建て替えに加え、リノベーション等多様なニーズに対

応した再生の推進を図るための「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」

（平成１４年法律第７８号）の改正及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

施行令の規定の整備に伴い、世田谷区手数料条例の一部改正を行う。本件について

は、総務部より、令和８年第１回定例会に提案する。 

 

 

２ 手数料条例改正に関する法改正の内容  

・マンションの建替え等の円滑化に関する法律の名称変更、建て替え等の際の許

可項目の追加及び規定の整備 

・建築基準法施行令の改正に伴う既定の整備 

 

３ 施行予定日 

 公布の日（ただし、別表１ １２５の１１の改正については令和８年４月１日） 

 

４ 添付資料  

（別紙１） 新旧対照表（手数料条例） 

（参考資料）法改正概要 
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世田谷区手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区手数料条例 ○世田谷区手数料条例 

平成12年３月13日条例第３号 平成12年３月13日条例第３号 

本則略 本則略 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表１中125の11の

改正規定は令和８年４月１日より施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 事務 名称等 額 徴収時

期 

  事務 名称等 額 徴収時

期 

 

 １～

125の

７ 

略      １～

125の

７ 

略     

 125の

８ 

建築基準法施

行令第137条の

12第11項の規

定に基づく既

存の建築物に

対する制限の

緩和に係る認

定の申請に対

する審査 

既存建築物の敷

地と道路との関

係の制限の緩和

に係る認定申請

手数料 

28,000円 認定申

請のと

き。 

  125の

８ 

建築基準法施

行令第137条

の12第６項の

規定に基づく

既存の建築物

に対する制限

の緩和に係る

認定の申請に

対する審査 

既存建築物の敷

地と道路との関

係の制限の緩和

に係る認定申請

手数料 

28,000円 認定申

請のと

き。 

 

 125の

９ 

建築基準法施

行令第137条の

12第12項の規

定に基づく既

存の建築物に

既存建築物の道

路内の建築制限

の緩和に係る認

定申請手数料 

28,000円 認定申

請のと

き。 

  125の

９ 

建築基準法施

行令第137条

の12第７項の

規定に基づく

既存の建築物

既存建築物の道

路内の建築制限

の緩和に係る認

定申請手数料 

28,000円 認定申

請のと

き。 

 

別紙 １ 
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改正後 改正前 

対する制限の

緩和に係る認

定の申請に対

する審査 

に対する制限

の緩和に係る

認定の申請に

対する審査 

 125の

10 

建築基準法施

行令第137条の

16第２号の規

定に基づく建

築物の移転の

認定の申請に

対する審査 

建築物の移転認

定申請手数料 

28,000円 認定申

請のと

き。 

  125の

10 

建築基準法施

行令第137条

の16第２号の

規定に基づく

建築物の移転

の認定の申請

に対する審査 

建築物の移転認

定申請手数料 

28,000円 認定申

請のと

き。 

 

 125の

11 

マンションの

再生等の円滑

化に関する法

律（平成14年法

律第78号）第

163条の59第１

項の規定に基

づく建築物の

容積率又は各

部分の高さに

関する特例の

許可の申請に

対する審査 

要除却等認定マ

ンションの建替

えにより新たに

建築されるマン

ション又は要除

却等認定マンシ

ョンの更新がさ

れるマンション

の容積率又は各

部分の高さの特

例許可申請手数

料 

160,000円 許可申

請のと

き。 

  125の

11 

マンションの

建替え等の円

滑化に関する

法律（平成14

年法律第78

号）第105条第

１項の規定に

基づく建築物

の容積率に関

する特例の許

可の申請に対

する審査 

要除却認定マン

ションの建替え

により新たに建

築されるマンシ

ョンの容積率の

特例許可申請手

数料 

160,000円 許可申

請のと

き。 

 

 125の

12～ 

略      125の

12～ 

略     
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「手数料条例」の改正〈マンション再生法関係〉
①法律名の改称
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」→「マンションの再生等に関する法律」

②耐震性不足等で建て替え等をする場合（要除却等認定）
の特定行政庁の許可による高さ制限の特例創設

・第１０５条第１項→第１６３条の５９（章立て変更あり）

参考資料 4 


	スライド 1: 「手数料条例」の改正〈マンション再生法関係〉

